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はじめに 
現在の日本社会は、人口減少、少子高齢化、核家族化、地域コミュニティの

希薄化など、地域を取り巻く環境が以前に比べ、めまぐるしく変化しています。

そうしたなか、誰もが安全・安心に暮らせる地域社会の形成に向けて、自治会

の果たす役割はますます重要となってきています。 

しかし、自治会においては、加入率の低下に伴い、活動を支える人材が不足

し、十分な活動に取り組めないなどの課題があります。また、役員は輪番制を

採用している自治会も多く、１年で役員が代わるため、仕事を覚えるのが精一

杯で、新たな活動に取り組む余裕が無いなどの声も聞きます。 

今回、会長をはじめとする自治会役員の皆さんに、自治会活動の参考にして

いただき、スムーズな運営や活動の充実に繋がるよう「自治会運営のヒント集」

を作成しました。このヒント集では、規約や会計処理など、自治会運営に必要

な基本的な事項や町の支援制度などを紹介しています。今後の自治会活動の運

営の見直し、役員の引き継ぎの際の資料などとして、活用していただき、自治

会活動の一助となることができたらうれしく思います。 
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自治会運営の 

   参考にしてね！ 
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第１章 自治会ってなに？ 

１ 支え合い、助け合う地域社会 

以前の日本社会には「自助・共助・公助」のバランスの取れたコミュニティ

が存在していました。しかし、現在は様々な価値観や生活スタイルを持つ人々

が一つの地域で生活している状況のなか、住民同士の交流の機会が減少したこ

とやインターネットの普及など個人が地域やそこに住んでいる住民の皆さんと

積極的に繋がりを持つ必要性を感じられなくなったことなどから「共助」の力

は薄れています。また、高度経済成長の中で、経済力によって、これまで「自

助」と「共助」で行っていたことを「公助」として、様々なサービスが提供さ

れてきたことも「共助」の力を弱める原因となっていると言われています。 

東日本大震災では、同じ地域に住む人と人の繋がりにより、地域で育まれて

きた「共助」の気持ちが、多くの人々の命を守り、支え合い、助け合いながら

生きることにおいて、大きな力になったと聞きます。 

今後、個人や家族だけでは解決できない課題がますます複雑・多様化してい

きますが、いざというときに支え合い、助け合う人が地域に存在していること

は、日々の暮らしのなかで、私たちに大きな安心を与えてくれます。 

 

自助
じ じ ょ

・・・個人や家族などの力で 

できることは各々が行うことです。 

共助
きょうじょ

・・・個人などでできないことを 

地域の力で行うことです。 

公
こう

助
じょ

・・・自助・共助でできないことを 

行政あるいは地域と行政が協働で行うことです。 

 

 

２ 自治会の重要性 

このように、安全で安心して暮らせる地域社会をつくっていくためには、住

民の皆さんが「共助」の気持ちを持ち、お互いを理解しながら、地域の課題解

決に向けて、大きな力を発揮することが必要です。その活動の基礎となるのは、

やはり一番身近な「自治会」です。お互いに支え合い、助け合えるような地域
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社会の大切さが見直される中、それを支える基本的な組織である自治会の役割

はますます重要になってきています。 

遠賀町には２３区の行政区（自治会）があり、それぞれ地域の防犯・防災、

環境美化、住民の親睦など生活に密着した様々な活動に積極的に取り組んでい

ます。 

 

 

３ 自治会の活動 

多くの自治会では、３月から４月頃にかけて行われる総会で、１年間の事業

計画や予算が決まり、１年の活動が始まります。 

例をあげると、春先は、役員会や夏祭りの実行委員会など、多くの会合が開

かれています。夏から秋にかけては、夏祭りや体育祭、文化祭などが行われ、

新年になると新年会なども開かれています。また、敬老会や子ども会の活動も

行われています。 

このような、住民の交流を図るイベントや行事のほか、資源ゴミの集団回収、

公園などの清掃活動、健康づくりなど、地域での福祉活動も行われています。 

最近は、地域の治安の悪化が言われていますが、自治会では、夜道を安心し

て歩けるように防犯パトロールなど犯罪や交通事故のない、安心して暮らせる

まちづくりにも取り組んでいます。 

また、地域の実情に応じた取り組みを進めている自治会もあります。高齢化

が進んでいる自治会では、地区公民館において気軽に集えるサロン活動など、

ひとり暮らしの高齢者の見守り活動に取り組んでいます。このような地道な活

動が地域での生活の安心感を生み、自治会の加入に繋がっていることでしょう。 

 

～住民のふれあいや交流などの活動事例～ 

○祭り、餅つき、盆踊り、ラジオ体操 

○グラウンドゴルフ大会、相撲大会  

○広報誌（自治会報）発行    など 

 

～地域の課題解決の活動事例～ 

○防犯パトロール､防犯灯の管理 

○ごみステーションの管理、美化活動 

○子どもや高齢者の見守り 

○道路、公園などの清掃 

○防災訓練     など 

いろいろな活動が 

行われているね！ 



- 3 - 

 

４ 遠賀町自治区長会 

遠賀町自治区長会は、町内２３区の区長（自治会長に委託）により構成され

た組織です。町と各自治会との連携を図り、住民の皆さんにとって明るく住み

よい地域づくりを目指して、区長会議・自治区長会議（原則・偶数月第１火曜

日）、区長会役員会（原則・奇数月第４週）、校区区長会議（各校区必要に応

じて開催）を開催しています。 

 

 

 

第２章 自治会の運営 

１ 民主的な運営 

自治会は住民の皆さんにより、自主的に組織された団体であり、運営もそれ

ぞれの自治会で行っていただいています。 

自治会の円滑な運営に向けては、活動内容などが会員の意見を十分に尊重し

て行われる必要があるため、会員間で話し合って、一定のルール（規約）をつ

くり、そのルールに従って民主的な運営を行うことが重要です。 

また、運営や会計などが地域の住民にとって、分かりやすいものになってい

ることや適正な会計処理が行われていることが、自治会の信頼感を高め、自治

会への加入者や活動への参加者の増加につながります。 

そこで、規約、会議の進め方、会計処理など、自治会の運営にとって重要な

事項をあげてみました。皆さんの自治会でも既に会員の意見などを尊重した運

営が行われていると思いますが、今後の運営の参考にしてください。 

 

 

２ 規約 

自治会の運営に欠かすことのできないものに、規約があります。自治会を運

営していくためには、「役員をどうやって選ぶか」「どんな活動をするか」「会

議をどのように開くか」「会費はいくらか」など、あらかじめ決めなければな

らないことがたくさんあります。 

会員の意見を十分に聴いて、地域の実情に合った規約を定め、それに基づい

て民主的な運営をすることが大切です。 
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■規約に記載する内容（例） 

目 的 会の設立趣旨、活動を行う上での基本的理念です。 

事 業 目的を達成するための事業を分野別に記載します。 

名 称 自治会の名称 

事務所所在地 事務所所在地 

区 域 自治会の区域 

構成員 原則として区域に住む全住民 

役 員 
会長は必ず決めます。副会長、書記、会計、監事などを置くの

が一般的です。 

会 議 
総会、役員会などについて、開催時期や招集方法、議決方法な

どを会議の種別に記載します。 

会 費 

規約に「一世帯あたり月額○○円」などと金額を記載するか、

「総会で金額を決める」と記載しておき、毎年総会で決定する

方法もあります。 

 

 

～自治会運営のポイント～ 

○会員の納得する運営を行い、会員や地域の利益と親睦を図る。 

○合議制による会議運営を心がける。 

○役割分担ができる組織づくりを行う。 

○明朗な会計、適正な予算の執行を行う。 

○会員や地域の住民に活動を理解してもらう。 

○誰もが参加でき、楽しい活動にする。 

 

 

３ 役割分担 

自治会が継続して円滑な活動に取り組むために、活動を支える役員の役割を

明確にすることが必要となってきます。 

会長は、会の決定に従い、目的の実現を図るための調整などを行うとともに、

対外的には会を代表することになります。 

通常は、会長や副会長などの役員が置かれますが、自治会の規模によって役

員の人数や構成は変わってきます。 

 

６つのポイント

があるんだね！ 
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■主な役職の例 

役職名 概 要 

会 長 会を代表し、対外的には会の意思を伝える代表者です。 

副会長 会長を補佐し、会長が不在の時には、代理を務めます。 

書 記 
会の運営や事業に関する記録を残しておく役割や、会議の準

備・連絡などを担当します。 

会 計 
現金の出納や会計書類の整備・備品の管理など、会の出納管理

の責任者となります。 

隣組長 
会員の活動が地域に行き渡るための役割や、会員の意見を役員

会に伝え、決定された内容を会員に伝える役割を担います。 

監 事 
収入・支出が適正に行われているか、また、会の事業が会の目

的に沿っているかなど、会の運営を監査する役割を担います。 

その他の役員 
地域課題に取り組むため、専門部を設けることもあります。 

例）防犯、防災、環境、広報、文化、総務、体育など 

 

■役員の選出方法・任期 

役員の選出については、立候補や選考委員会での候補者選定をもとに、総会

で投票を行ったり、輪番制で行ったりする場合もあります。 

隣組がある場合、各隣組から選出された隣組長の中から役員候補を選出し、

総会で承認を得るなどのケースもあります。 

いずれにしても、地域の実情に合った、民主的なルールで役員を選出し、会

員一人ひとりが役員を支え、積極的に運営に参加していくことが重要です。 

任期については、１年もしくは２年と任期を設けている場合、特に制限を設

けていない場合など様々あるようですが、会の運営が滞らないよう一度に役員

が全員交代するのではなく、半分ずつ交代する、経験者が相談役にまわるなど

の工夫をしましょう。 

～女性を積極的に役員に登用しましょう！～    

役員はともすれば男性に偏りがちですが、住民の半分は女性であり、活動に

も多くの女性が参加しています。各自治会でも、子どもから大人まで男女が輝

く活気ある場とするため積極的に女性を役員に登用していきましょう。新しい

視点が取り入れられ、協力者も増え、地域が活性化することでしょう。 

 

 
～男女共同参画社会の推進～ 

遠賀町では、男女がともに認め合い、 

ともに活躍できるまちづくりを目指しています。 

。 
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４ 会議 

■総会 

総会は、自治会としての意思決定を行うもっとも重要な会議で、通常総会と

臨時総会があります。通常総会は、前年度の事業報告と新年度の役員および事

業計画を決めるもので、多くの自治会では、３月から４月頃にかけて開催され

ます。また、臨時総会は、緊急に協議すべき課題が発生したときなどに、必要

に応じて開催されるものです。 

 

～総会開催前準備～ 

○開催通知 

○会員数・定足数確認 

○委任状集計 

○議長候補者・役員候補者選出  

 

■総会進行手順 

 

 

～総会の運営のポイント～ 

○会議のスケジュール説明と脱線の修正、時間管理を行う。 

○自由に発表できる雰囲気づくりに努める。 

○議論に熱心なあまり、欠点の指摘だけや単なる揚げ足取りなど、好ましくな

い発言がされた場合には、冷静に注意することも必要。 

                     開会 ①
  定刻になって出席者が定足数に達した場
合は直ちに開会を宣言します。司会は、役
員の一人が行うのが一般的です。

             議事録署名人選出 ⑤
   議事録に署名する人を選出します。議長の
ほか、出席者の中から２～３人の会員が署名
するのが一般的です。

↓ ↓

 会長あいさつ ②
 開会とあわせて行う場合もあります。

↓

↓

↓

        定足数の報告・総会成立宣言 ④
   議長は、出席者数（実際に出席している人と
委任状提出者の合計）を確認した上で、定足
数に達したために総会は成立したことを宣言し
ます。

 議案審議と議決 ⑥
 第１号議案　前年度事業報告
 第２号議案　前年度決算報告

 第３号議案　監査報告
 第４号議案　役員選出

 第５号議案　新年度事業計画（案）
 第６号議案　新年度予算（案）  議長選出 ③

   議長の選出方法は、自薦と他薦があります。
どちらの場合も出席者の同意を得ます。

閉会 ⑦

準備することがた

くさんあるね！ 
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■役員会 

役員会は執行機関で、総会で決まった内容に従って自治会を実際に運営して

いくための会議です。役員会のほか、隣組長会や各専門部会など会議を行って

いる自治会もあります。会議が終わったら、開催した日時と場所、出席者、話

し合いの内容や決定事項をまとめておきましょう。 

 

５ 事業計画から監査までの流れ 

 地域に必要な活動を確実に行うためには、きちんと計画を立てて、適正に事業
費を配分・執行することが重要です。事業計画づくりから監査までの流れをご

紹介します。 

 

■事業計画 

事業計画は、自治会が「何を目的に」「どんな活動を」「いつ」「どこで」

「どうやって」行うかを具体的に示すものです。自治会活動の１年間の方針で

あり、総会で提案・議決します。計画的に活動を行うだけでなく、活動の目的

や内容を住民の皆さんが理解・共有し、みんなで取り組んでいくためにも、事

業計画は重要な役割を果たします。事業計画は、たくさんの人の意見を聞き、

みんなが必要だと思う内容、多くの賛同、参加を得られるような内容を取り入

れていくことが大事です。 

 

■予算 

予算は、自治会の収入と支出の計画です。１年間の収入（会費や町の補助金

など）と事業に必要な費用を積算・編成して、総会で提案・議決します。予算

書は、自治会員の皆さんから集めた大切なお金の使い道を示すもので、みんな

の納得が得られるように、正確に分かりやすく作成することが大事です。 

 

■決算 

決算は、１年間の収入と支出を明らかにするものです。年度が終わったら、

収入と支出を科目ごとに帳簿と照らし合わせて、金銭の出入りに間違いがない

か確認をします。そして、次年度会計への繰越金額を現金および通帳残高と確

認して、決算を行います。活動の実績を会員に報告するために重要なのが収支

決算報告書です。大切な会費の使途など、支出状況を分かりやすく説明できる

ことが重要です。 
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■会計 

会計は、活動に伴って発生する様々な収入・支出の現金の流れを管理し、帳

簿に記録するとともに、証拠書類や手元現金や預金通帳などを保管します。 

会計担当者には、預金通帳の管理を行うという重要な役目があり、適正な事

務の執行が求められます。また、大切な会費などの使途を明確にするために、

関係帳簿を整えておくことが重要です。会員からの問い合わせに適切に答える

ためにも、収入・支出・金銭出納簿は日頃から作成する必要があります。 

会計年度は、一般的に 毎年４月１日～翌年３月３１日です。また、事業計画

も会計年度と同じ期間になります。自治会費などを定期的に集めて収入します。

収入、支出に合わせて、正確に記録し、証拠書類を管理します。 

 

 

～会計処理のポイント～ 

○会計の通帳名義は、団体名義（例：○○自治会 会計 □□□□）が基本。 

○会計担当者は、何度も確認をし、正確な会計処理を心がける。 

○会計担当者は、役員がいつでも会計状況を確認できるように、日頃から帳簿

や領収書などを確認し整理しておく。 

 

 

 

 

 

■監査 

監査は、会の目的に沿って事業が進められているかどうかを確認するための

ものです。監事が、会計や資産の状況、事業の実施状況や予算の執行状況など

をチェックし、その結果を総会に報告します。 

監査の中で不適切な処理などが見つかった場合は、その改善方法について口

頭または文書により、総会などで報告することも必要です。 

 

 

 

 

 

正確な会計処理を 

       心がけてください！ 
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６ 広報活動 

自治会の運営や活動を住民の皆さんに理解してもらうには、広報誌（自治会

報）などを活用して、情報提供を行うことが重要です。特に、未加入者は自治

会のことを良く知らないケースが多く、広報活動を効果的に行えば、加入促進

にも繋がります。 

 

■どんなことを？ 

自治会の運営に関することでは、役員にだれがなり、今年度どのような活動

に取り組み、会費などがどのように使われるかなど、総会や役員会の結果報告

があげられます。活動に関することでは、イベントや催しのお知らせなどがあ

りますが、日時や場所を伝えるだけでなく、何のための催しか、楽しんでもら

うポイントなど、多くの住民の皆さんに参加してもらえるような工夫も必要で

す。 

 

■どうやって？ 

○広報誌（自治会報） 

「だれが読んでも理解できる」「確実に配布する」ことに留意し、出来るだ

け定期的に発行することが大切です。 

○文書回覧 

お知らせしたい事柄を文書などで回覧します。また、回覧もれが起こらない

よう、一定期間中に回覧が完了するよう注意します。広報誌（自治会報）作

成より手間が少なく必要なときに行えます。 

○インターネットの活用 

自治会のホームページを開設したり、電子メールで情報を発信したりすると、

即時に多くの情報を発信できる、双方向のやりとりができるなどのメリット

があります。ただし、インターネットを利用しない住民もいるため、他の方

法と併用する必要があります。 
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第３章 自治会の加入促進     

１ 加入促進 

地域の様々な課題を解決していくためには、できるだけ多くの住民の皆さん

が協力し合って取り組んで行くことが大切です。そのためには、住民の皆さん

全員が自治会に加入していただくことが理想となります。 

しかし、最近では、単身高齢世帯や共働き世帯が増え、自治会活動に参加し

たいが、参加する時間がないという人も多くなっています。遠賀町の自治会加

入率は、８３％（令和8年２月末現在）と近隣自治体と比較した場合、決して低

くはありませんが、転入者が役場住民課に転入手続きに来庁した際、自治会加

入を促進するPRチラシを配布しています。各自治会でも未加入者に対して、自

治会への加入促進だけでなく、地域の課題解決に向けた取り組みや防災時の助

け合いなど、自治会活動の重要性を積極的に呼びかけていきましょう。 

 

２ 相手の状況に応じた仕組み 

自治会などの地域活動に参加しない理由は人によって様々であり、自治会の

重要性などを理解しても、加入に繋がらないというケースも多くあるため、 

例えば、時間がない人には、夜間の会合には出席できないが、イベントのお手

伝いならできるという人が参加できる仕組みづくりや、自治会員と付き合いが

ない人には、気軽に参加できる魅力的なイベントや行事の開催など、加入を働

きかける相手に応じた取り組みを進めていくことが重要です。また、アパート、

マンションなど、居住形態によっても対応が異なります。 

 

３ 脱会防止 

自治会に加入していない人が多いことも問題ですが、加入している人が脱会

することも大きな問題です。一人暮らしの高齢者は役員ができない、活動に参

加できないなどの理由で脱会するケースがあります。また、役員を輪番制で決

めている地域では、役員が廻ってきた時に自治会を脱会するというケースもあ

ります。このような場合、役員に就くことの負担感をどのように軽減するか、

自治会の中で話し合ってルールを作ることが重要です。また、自治会の活動は、

その地域に住む人のお互いの理解と協力によって成り立っており、活動を継続

していくためには、仕事を分担して役員の負担を減らし、会員に参加意識を持

ってもらうことも必要です。 
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第４章 自治会・公民館活動の支援 
 

 

区（自治会）・公民館活動などにご利用いただける 

町の支援制度をご紹介します。 

（令和８年４月現在） 

くわしくは各担当課まで 

お問い合わせください。 

 

 

■区事務交付金 【住民課 地域協働係】 

区（自治会）に対して事務交付金（世帯割・均等割・世代間交流加算分・公

園環境整備加算分の合計）を交付し、運営を支援します。令和４年度より敬老

会補助金が廃止となったため、75歳以上を対象とした世代間交流加算分を事務

交付金として交付することとなりました。また、令和８年度より公園愛護会助

成金を公園環境整備加算分として事務交付金で交付することとなりました。 

 

■区長連絡用ＦＡＸ貸出 【住民課 地域協働係】 

町と区長との連絡用のFAXを必要な方に無料で貸し出します。 

 

■協働のまちづくり出前講座 【住民課 地域協働係】 

町職員が講師となって出向き、行政事務などのお話をお届けします。健康づ

くり、防災、消費者知識、人権など様々な分野のメニューを用意しています。 

 

■みんなの夢応援プロジェクト補助金 【住民課 地域協働係】 

住民が主体となり、日頃から課題を感じている課題を解決する活動に対して

補助をします。 

 

■コミュニティ活動補償制度（コミュニティ保険） 【住民課 地域協働係】 

町内に活動の拠点を置く５人以上の住民により自主的に組織された団体など

がコミュニティ活動中に、万が一事故に遭われた場合の補償制度を設けていま

す。 

 

■防犯パトロール用備品貸出 【住民課 地域協働係】 

のぼり旗、ベスト、帽子といった備品の貸出を無料で行います。 

遠賀町は、 

自治会・公民館活動を 

応援しています！ 



- 12 - 

 

■自治防犯組合青色回転灯防犯パトロール活動 【住民課 地域協働係】  

青色回転灯を装備した町所有の公用車を自主防犯パトロール団体に無料で貸

し出します。ただし、貸出を受ける団体は登録と講習の受講が必要になります。 

■交通災害共済事務手数料 【住民課 地域協働係】 

交通災害共済は、出資金（遠賀町では町が負担）と掛金（１口500円・３口

まで可）で、万が一交通事故に遇われた場合に共済金を支払う制度です。 

区（自治会）にご協力いただいて加入・更新手続きを行い、その事務手数料（１

口40円）を支払います。 

 

■防犯灯の設置・管理 【住民課 地域協働係】】 

夜間の犯罪や交通事故が起こるのを防ぎ、安全に通行できるよう、町と区の

双方で防犯灯を設置・管理をしています。 

※防犯灯の故障などを発見した場合は、住民課地域協働係へご連絡ください。 

 

■ボランティア活動用ゴミ袋 【住民課 環境衛生係】 

町内の道路、公園、河川などをボランティアで清掃する地域の団体や個人に、

ボランティア袋を無料配布します。 

 

■資源ごみ集団回収奨励金 【住民課 環境衛生係】 

区（自治会）、子ども会、老人会、ＰＴＡなどの営利を目的としない団体に

資源ごみ集団回収奨励金を交付します。 

 

■環境美化補助金 【住民課 環境衛生係】 

区（自治会）に対して公園の花壇の苗代やゴミ収集箱の設置など環境美化を

進める活動に補助をします。 

 

■有線放送施設補助金 【人事防災課 危機管理係】 

区（自治会）に対して有線放送施設の新設、増設、修理などに補助をします。 

 

■自主防災組織補助金 【人事防災課 危機管理係】 

自主防災組織が行う防災訓練や防災に関する研修などに対して補助をします。 
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■地域防災組織育成助成事業 【人事防災課 危機管理係】 

一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又は

その連合体が行う地域の防災活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品、食料

品は除く）の整備に対して補助をします。 

 

■緑の募金の活用 【産業振興課 農業推進係】 

区（自治会）にご協力いただいて緑の募金運動（家庭募金）を行い、身近な

公共施設（公園・公民館など）の緑化や森林の整備などの一部に充てています。 

 

■芦屋競艇場周辺対策交付金 【みらいデザイン課 企画政策係】 

芦屋競艇場周辺地区に対して交付金を交付します。 

 

■一般コミュニティ助成事業 【みらいデザイン課 企画政策係】 

コミュニティ活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に対

して補助をします。 

 

■広報配布手数料 【みらいデザイン課 広報係】 

区（自治会）に対して広報おんがの配布手数料を配布部数に応じて支払いま

す。（区で配布している区のみ） 

 

■コミュニティ活動用備品の貸出 【生涯学習課 社会教育係】 

ポップコーン機、綿菓子機、かき氷機、焼き鳥コンロ、専用台付き鉄板、ポ

ン菓子機、発電機、机、イスなど地域のイベントに活躍する備品の貸出を無料

で行います。 

 

■子ども育成事業補助金 【生涯学習課 社会教育係】 

子ども育成会が行う事業に対して補助をします。 

 

■地区公民館施設補助金 【生涯学習課 スポーツ文化係】 

地区公民館に対して施設の新築、増築、改造及び修繕などの事業費の補助を

します。 

 

■地区公民館事務交付金 【生涯学習課 スポーツ文化係】 

地区公民館に対して事務費の補助をします。 

 

 



- 14 - 

 

■地区公民館活動費補助金 【生涯学習課 スポーツ文化係】 

地区公民館に対して活動費の補助をします。 

 

■認知症カフェ運営補助金 【高齢障がい支援課 地域包括支援センター係】 

認知症カフェを定期的に実施する区（団体）等に対して運営費、立ち上げの

ための初期費用の補助をします。 

 

■介護予防・生活支援活動団体補助金 

 【高齢障がい支援課 地域包括支援センター係】 

高齢者の買い物や電球交換等の生活支援を行う区（団体）等に対して、運営

費、立ち上げのための初期費用の補助をします。 

 

分からないことは 

いつでも聞いてね！ 



 

 

 

【参考資料】 
 

 

１  行政区割図 ・・・P15 

２  行政区高齢化状況表（令和８年３月末）・・・P16 

３  参考ひな型 

・規約・・・P17～19 

・総会議事録・・・P20 

・事業計画書（報告書）・・・P21 

・予算書・・・P22 

・決算書・・・P23 

・監査報告書・・・P24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考にしてください！ 
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遠賀町行政区別高齢化状況表 令和8年3月末現在

人口 高齢化率 人口 高齢化率

島 津 31 51 28 26 51.0% 13 25.5% 11 5

若 松 121 241 120 109 45.2% 73 30.3% 37 15

鬼 津 612 1,353 440 369 27.3% 221 16.3% 108 75

尾 崎 425 850 284 253 29.8% 140 16.5% 62 51

田 園 北 429 850 525 480 56.5% 217 25.5% 92 136

田 園 南 598 1,520 575 474 31.2% 182 12.0% 81 118

松 の 本 832 1,809 815 731 40.4% 476 26.3% 154 178

別 府 798 1,641 642 558 34.0% 355 21.6% 159 126

今 古 賀 748 1,585 342 272 17.2% 147 9.3% 103 51

遠 賀 川 267 537 204 178 33.1% 109 20.3% 66 26

旧 停 154 328 121 107 32.6% 57 17.4% 34 26

新 町 418 836 310 277 33.1% 179 21.4% 114 45

中 央 203 399 228 205 51.4% 149 37.3% 58 47

広 渡 543 1,171 416 345 29.5% 204 17.4% 89 62

木 守 547 1,167 389 325 27.8% 168 14.4% 78 62

上 別 府 317 699 355 320 45.8% 220 31.5% 66 69

若 葉 台 62 121 60 51 42.1% 27 22.3% 12 10

東 和 苑 465 951 499 441 46.4% 342 36.0% 129 91

浅 木 533 1,168 480 406 34.8% 253 21.7% 93 80

老 良 94 200 96 90 45.0% 64 32.0% 19 21

虫 生 津 194 389 181 160 41.1% 94 24.2% 46 26

緑 ヶ 丘 168 317 142 124 39.1% 72 22.7% 52 17

芙 蓉 255 539 310 277 51.4% 145 26.9% 54 68

小 計 8,814 18,722 7,562 6,578 35.1% 3,907 20.9% 1,717 1,405

静 光 園 36 36 36 36 100.0% 34 94.4% 36 0

遠 賀 園 15 15 15 15 100.0% 12 80.0% 15 0

合 計 8,865 18,773 7,613 6,629 35.3% 3,953 21.1% 1,768 1,405

65歳以上
一人暮ら
し（人）

65歳以上
夫婦のみ
の世帯
（世帯）

行政区 世帯数
0歳以上
人口

60歳以上
人口

65歳以上 75歳以上

16
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【規約の例】  

  ※これはひな型です。各自治会で会員の話し合いの中で運営の実態に合う規約を定め

てください。 

 

○○自治会規約 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、○○自治会と称し、事務所を会長宅に置く。 

（区域） 

第２条 本会の区域は、遠賀町○○丁目○○番○○号から○○番○○号までの区域 

とする。 

（目的） 

第3条 本会は、会員間の親睦を図るとともに、会員相互及び会内外の諸団体との協力・ 

協調のもとに安全で明るく住みよい地域づくりを進めることを目的とする。 

（事業） 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。 

（１）回覧板の回付など区域内の住民相互の連絡 

（２）関係機関及び各種団体との連携協力に関すること 

（３）社会福祉及び健康増進を図ること 

（４）美化・清掃など区域内の環境の整備に関すること 

（５）青少年の健全育成に関すること 

（６）防火・防災、防犯及び交通安全に関すること 

（７）文化・スポーツ及びレクリエーションに関すること 

（８）その他、本会の目的達成に必要な事項 

（会員） 

第５条 本会の会員は、第２条に定める区域の住民（加入単位は世帯単位）および事業所 

をもって構成し、会の入会・脱会は妨げないものとする。ただし、事業所は、賛助会員 

とし、議決権を有しない。 

（会費） 

第６条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（役員） 

第７条 本会に、次の役員を置く。役員は、総会において、会員の中から選任する。 

（１）会長 １人 本会を代表し、会務を総括する。 

（２）副会長 ○人 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（３）会計 ○人 金銭の出納及び財務を管理する。 

（４）監事 ○人 会計を監査する。 

（５）組長 ○人 組を代表して、会務に協力する。 
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（役員の報酬） 

第８条 役員の報酬は、会長 月額 円、副会長 月額 円、会計月額 円、組長 月額 円とす

る。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。（再選は○期までを限度と 

する。） 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 

うものとする。 

（会議の種類） 

第１０条 本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は、本会の最高議決機関であり、 

通常総会と臨時総会とし、１世帯1名の会員をもって構成する。役員会は、監事を除く 

第7条の役員をもって構成する。 

（総会の審議事項） 

第１１条 総会は、次に揚げる事項を審議議決する。 

（１）予算案及び決算に関する事項 

（２）役員の選任に関する事項 

（３）規約に関する事項 

（４）その他会務上必要な事項 

（総会の開催） 

第１２条 総会は会長が招集する。 

２ 通常総会は、年1回開催する。 

３ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）全会員の３分の１以上から請求があったとき。 

（総会の議長） 

第１３条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

（総会の定足数） 

第１４条 総会は、会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

（総会の議決） 

第１５条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって 

決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 

（総会の書面表決など） 

第１６条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事 

項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することがで 

きる。 
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２ 前項の場合における第１４条及び第１５条の規定の適用については、その会員は出席 

したものとみなす。 

（総会の議事録） 

第１７条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（３）開催目的、審議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印 

しなければならない。 

（役員会） 

第１８条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集し、会長が議長となる。 

２ 役員会は、本会の運営上必要な事項について審議する。 

３ 議事は出席者の過半数の賛成で決することとし、可否同数のときは議長の決するとこ 

ろによる。 

（経費） 

第１９条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他収入をもってあてる。 

（会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

（規約の変更） 

第２１条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。 

（細則への委任） 

第2２条 本規約の実施に関し必要な事項は、役員会の決議により別途定める。 

附 則 

１ この規約は、令和○年○月○日から施行する。 
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【総会議事録の例】 

 

１ 開催日時  令和○年○月○日 

２ 開催場所  ○○公民館 

３ 会員総数  ○○名 

４ 定足数   ○○名 

５ 出席者数  ○○名   【内訳 本人出席○○名、委任状出席○○名】 

６ 議事の経過 

(1)開会、会長あいさつ 

(2)議長選任、議事録署名人の選出 

定刻となり、議長の選任について諮ったところ、満場一致により○○を議長に選出

した。議長は△△と□□を議事録署名人に指名し、満場一致により承認された。 

(3)定足数の報告 

議長から出席者数、委任状出席者数の報告があり、規約に定める定足数を満たして

おり、総会が有効に成立する旨が確認された。 

(4)議案の審議 

①第１号議案「令和○年度事業報告について」 

・副会長の◇◇氏から事業報告。 

・××氏から「・・・・・・・・・・・・・・」との指摘があり、事業報告書に誤

りが確認されたため、「・・・・」を「・・・・・」と修正した。 

・議決の結果、賛成○人、反対○人により、可決（否決）された。 

②第２号議案「令和○年度決算について」 

・会計の●●氏から決算の概要を説明。 

・監事の▲▲氏が、帳簿等により会計処理が適正に行われていることを確認した旨

を報告。 

・××氏から「・・・・・・・・・・・・・・」との質問があり、会計の●●氏が

「・・・・・・・・・・・・・」と説明し、了解された。 

・議決の結果、賛成○人、反対○人により、可決（否決）された。 

③第３号議案「・・・・・・・・について」 

※以下、議案の数だけ同様に。 

(5)意見交換 

・◆◆氏から、○○を検討すべきとの意見があり、満場一致で、役員会で案を検討 

することとなった。 

(6)閉会 

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は署名捺

印する。 

 

令和○年○月○日    ○○自治会 総会 

議長 ○○○○印 

議事録署名人 ○○○○印   議事録署名人 ○○○○印  
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【事業計画書（報告書）の例】 

 

令和○年度 事業計画（報告）書 

期日 事業名 場所 内容 

○月○日 総会 ○○公民館 ○○○○○ 

○月○日 公園清掃 ○○公園 ○○○○○ 

○月○日 夏祭り ○○公園 ○○○○○ 

○月○日 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○月○日 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○月○日 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

毎月第○○曜 廃品回収 ○○公民館 ○○○○○ 

毎週○曜日 防犯パトロール 区内一帯 ○○○○○ 

通年 登下校見守り 通学路 ○○○○○ 

通年 単身高齢者訪問 高齢者宅 ○○○○○ 

○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

※事業計画の場合は内容の欄に予定する内容を、事業報告書の場合は実施した

内容や参加人数等の実績等を記載します。 
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【予算書の例】 

令和○年度 予算書 

■一般会計                                                       （単位：円） 

収  入 

科 目 今年度 前年度 増減 内  訳 

繰越金    前年度から繰り越し 

会費    ○円×○世帯×１２ケ月 

寄付金    ○○から○円 

廃品回収収入    前年同額 

○○○○    ○○○○ 

雑収入    預金利息○円 

合  計     

 

支 出 

科 目 今年度 前年度 増減 内 訳 

総 

務 

費 

通信費    切手代○円 

事務用品費    事務用品○円 

備品費    デジタルカメラ○円 

印刷費    広報紙○円 

助成金    子ども会○円、敬老会○円 

負担金    学区負担金○円 

○○費    ○○○○ 

事 

業 

費 

防災防犯費    防災訓練○円 

体育費    運動会○円 

福祉費    敬老祝い品○円 

○○費    ○○○○ 

公民館積立金    公民館積立会計へ 

予備費     

合 計     

 

■公民館積立会計                           （単位：円） 

科 目 金 額 内 訳 

前年度繰越金   

今年度積立金  一般会計から 

利息  前年同額 

合 計   
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【決算書の例】 

令和○年度 決算書 

■一般会計                                                      （単位：円） 

収  入 

科 目 今年度 前年度 増減 内  訳 

繰越金    前年度から繰り越し 

会費    ○円×○世帯×１２ケ月 

寄付金    ○○から○円 

廃品回収収入    前年同額 

○○○○    ○○○○ 

雑収入    預金利息○円 

合  計     

 

支 出 

科 目 今年度 前年度 増減 内 訳 

総 

務 

費 

通信費    切手代○円 

事務用品費    事務用品○円 

備品費    デジタルカメラ○円 

印刷費    広報紙○円 

助成金    子ども会○円、敬老会○円 

負担金    学区負担金○円 

○○費    ○○○○ 

事 

業 

費 

防災防犯費    防災訓練○円 

体育費    運動会○円 

福祉費    敬老祝い品○円 

○○費    ○○○○ 

公民館積立金    公民館積立会計へ 

予備費     

合 計     

 

■公民館積立会計                           （単位：円） 

科 目 金 額 内 訳 

前年度繰越金   

今年度積立金  一般会計から 

利息  前年同額 

合 計   
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【監査報告書の例】 

 

去る〇月〇日、帳簿、通帳、証拠書類などについて監査の結果、帳簿の記入、 

通帳や証書、証拠書類の整理・保管、現金の出納、物品の管理は確実に処理さ 

れており、令和〇年度会計は、収支ともに適正に執行されていたことを認め 

ましたので報告します。 

 

 

令和〇年〇月〇日 

 

監事 〇〇〇〇 印 

－ 
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笑

さいごに ・・・ 

 

 

 

顔あふれる自治会を目指して  

 

 

 

人の顔が異なるように地域の顔もさまざま 

その地域らしさを活かして、 

何事にもプラス思考に変えて意識を高めるのがポイント 

 

地域には「２・６・２の法則」というのがあるらしい 

 

前向きな２割 

黙って様子見の６割 

足を引っ張る２割 

 

前向きな２割と一緒になって、実現可能なアイディアを達成し自信をつけながら

前に進むのがいい 

 

自治会の良さは、一時的なメリット・デメリットで量れるようなものでなく、家

族みたいに身近であたり前な存在の、気づきにくいけど何かしら温かい、人の心

の中にあるように思う 

  

喜びを伝えあう 

楽しさが重なる  

笑顔あふれる 

自治会を目指していこう  

 

            

地域の絆を大切に 

   

令和８年４月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           令和８年４月 

               遠賀町役場  

住民課 地域協働係 編集 


